












１． 継続事業の前提に関する注記 

　　　　継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。 

 

２． 重要な会計方針 

　　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

　　　　　・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法） 

　　　　　・上記以外の有価証券で時価の有るもの － 決算日の市場価格に基づく時価法 

　　　（２）固定資産の減価償却の方法 

　　　　　・建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 － 定額法 

　　　　　・リース資産 

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

　　　（３）引当金の計上基準 

　　　　　・退職給与引当金 

　　　　　　　岩手県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。 

　　　　　・賞与引当金 

　　　　　　　夏季賞与の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。 

　　　　　　　 

３． 重要な会計方針の変更 

　　　　　該当なし 

 

４． 法人で採用する退職給付制度 

　　　　加入している退職共済制度は、次のとおりである。 

　　　　・確定給付型退職給付制度 － 岩手県社会福祉協議会が主催する退職共済制度 

　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度 

 

５． 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

　　　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

　　（１）法人全体の計算書類　(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式) 

 

　　（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 

　　 

　　（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容 

　　　　　ア　本部拠点（社会福祉事業） 

　　　　　イ　中妻子供の家保育園拠点（社会福祉事業） 

　　　　　　「中妻子供の家保育園」 

　　　　　　「中妻子供の家支援センター」 

　　　　　ウ　小佐野保育園拠点（社会福祉事業） 

　　　　　　「小佐野保育園」 

　　　　　エ　鵜住居保育園拠点（社会福祉事業） 

　　　　　　「鵜住居保育園」 

　　　　　　「鵜住居保育園子育て支援センター」　 

　　　　　　「鵜住居保育園体調不良児対応型」　 

 

　　　　　　　 

 

 

 

 

６． 基本財産の増減の内容及び金額 

　　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

 

７． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

計算書類に対する注記（法人全体用）

定期預金 7,000,000 0 0 7,000,000

合計 268,296,519 0 26,100,589 242,195,930

土地 0 0 0 0

建物 261,296,519 0 26,100,589 235,195,930

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高



　　 国庫補助金等特別積立金の取崩し 

　　　　該当なし 

 

８． 担保に供している資産 

　　　　該当なし 

 

９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

 

１０． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

　　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 

 

１１． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

　　　　該当なし 

 

１２． 関連当事者との取引の内容 

　　　　該当なし 

 

１３． 重要な偶発債務 

　　　　該当なし 

 

１４． 重要な後発事象 

　　　　該当なし 

 

１５． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 

必要な事項 

　　　　該当なし 

未収補助金 9,346,480 9,346,480

事業未収金 770,846 770,846

未収金 544,296 544,296

合計 574,597,822 322,852,596 251,745,226

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

器具及び備品 69,708,827 60,820,642 8,888,185

有形リース資産 0 0 0

機械及び装置 0 0 0

車輌運搬具 0 0 0

建物 9,849,000 4,673,898 5,175,102

構築物 9,646,800 7,160,791 2,486,009

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 485,393,195 250,197,265 235,195,930



法人本部 中妻子供の家保育園 小佐野保育園 鵜住居保育園

法人の役職員 1 100,000 0 0 0 0 100,000

利用者の家族 3 200,000 0 0 100,000 50,000 50,000

4 300,000 0 0 100,000 50,000 150,000

該当明細なし 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

該当明細なし 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

該当明細なし 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

該当明細なし 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 300,000 0 0 100,000 50,000 150,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

　　　２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金

　　　　元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

　　　　固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

　　　３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の

　　　　「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。
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別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和  2 年  4 月  1 日  （至）令和  3 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　釜石愛育会
（単位：円）

寄附者の属性
区
分

件数 寄附金額 うち基本金組入額



法人本部 中妻子供の家保育園 小佐野保育園 鵜住居保育園

補助金事業収益 10,761,480 199,000 10,960,480 0 0 4,274,180 2,037,150 4,649,150

10,761,480 199,000 10,960,480 0 0 4,274,180 2,037,150 4,649,150

10,761,480 199,000 10,960,480 0 0 4,274,180 2,037,150 4,649,150

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

　　　　　保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

　　　　　医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、

　　　　　設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

　　　　　　なお、運用上の取扱い（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

　　　２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

　　　　　また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
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別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和  2 年  4 月  1 日  （至）令和  3 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　釜石愛育会
（単位：円）

交付団体及び交付の目的
区
分

交付金額
補助金事業に係る
利用者からの収益

交付金額等合計



繰入元 繰入先

なし なし なし 0 該当明細なし

繰入元 繰入先

鵜住居保育園 法人本部 各拠点区分繰入 1,500,000 本部へ繰入金　鵜住居保育園

中妻子供の家保育園 法人本部 各拠点区分繰入 1,500,000 本部へ繰入金　中妻子供の家保育園

小佐野保育園 法人本部 各拠点区分繰入 1,500,000 本部へ繰入金　小佐野保育園

小佐野保育園 法人本部 各拠点区分繰入 1,500,000 小佐野保育園から本部繰入金

中妻子供の家保育園 法人本部 各拠点区分繰入 1,500,000 中妻子供の家保育園から本部繰入金

鵜住居保育園 法人本部 各拠点区分繰入 1,500,000 鵜住居保育園から本部繰入金

中妻子供の家保育園 法人本部 各拠点区分繰入 900,000 中妻子供の家保育園から本部繰入金

小佐野保育園 法人本部 各拠点区分繰入 900,000 小佐野保育園から本部繰入金

鵜住居保育園 法人本部 各拠点区分繰入 900,000 鵜住居保育園から本部繰入金

（単位：円）

繰入金の財源（注） 金額 使用目的等
事業区分名

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

繰入金の財源（注） 金額 使用目的等
事業区分名

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和  2 年  4 月  1 日  （至）令和  3 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　釜石愛育会

１）事業区分間繰入金明細書
（単位：円）



法人本部 中妻子供の家保育園 小佐野保育園 鵜住居保育園

32,740,268 0 10,471,355 12,327,046 9,941,867

第一号基本金 13,187,414 0 3,940,742 5,972,593 3,274,079

第二号基本金 0 0 0 0 0

第三号基本金 19,552,854 0 6,530,613 6,354,453 6,667,788

当期組入額

計 0 0 0 0 0

当期取崩額

計 0 0 0 0 0

当期組入額

計 0 0 0 0 0

当期取崩額

計 0 0 0 0 0

当期組入額

計 0 0 0 0 0

当期取崩額

計 0 0 0 0 0

32,740,268 0 10,471,355 12,327,046 9,941,867

第一号基本金 13,187,414 0 3,940,742 5,972,593 3,274,079

第二号基本金 0 0 0 0 0

第三号基本金 19,552,854 0 6,530,613 6,354,453 6,667,788

(注) １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略

   する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。

　　②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。

　　③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

   法人では、合計額のみを記載するものとする。
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別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和  2 年  4 月  1 日  （至）令和  3 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　釜石愛育会
（単位：円）

合計
区分並びに組入れ及び

取崩しの自由

各拠点区分ごとの内訳



国庫補助金
地方公共団体

補助金
その他の団体
からの補助金

法人本部 中妻子供の家保育園 小佐野保育園 鵜住居保育園

169,420,105 0 46,402,468 3,120,089 119,897,548

　R2年度　国庫補助金等特別積立金積立額 139,800 0 0 139,800

　R2年度　国庫補助金等特別積立金積立額 146,800 0 0 146,800

当期積立額合計 286,600 0 0 286,600 0 139,800 0 146,800

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

　R2年度　国庫補助金等特別積立金取崩額 2,330

　R2年度　国庫補助金等特別積立金取崩額 731,052

　R2年度　国庫補助金等特別積立金取崩額 8,654,863

　R2年度　国庫補助金等特別積立金取崩額 3,992,685

合計 13,380,930 0 3,995,015 731,052 8,654,863

特別費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計 13,380,930 0 3,995,015 731,052 8,654,863

156,325,775 0 42,547,253 2,389,037 111,389,485

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相

　　　　　当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定

　　　　　資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

　　　２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある

　　　　　場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。
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別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和  2 年  4 月  1 日  （至）令和  3 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　釜石愛育会
（単位：円）

区分並びに積立て
及び取崩しの事由

補助金の種類

合計

各拠点区分ごとの内訳


	資金収支計算書　法人
	事業活動計算書　法人
	貸借対照表　法人単位
	資金収支内訳表　社会福祉事業
	事業活動内訳表　社会福祉事業
	貸借対照表内訳表　社会福祉事業区分
	注記　法人全体
	注記　法人全体２
	（別紙３（②））寄付金収益明細書
	（別紙３（③））補助金事業等収益明細書
	（別紙３（④））事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
	（別紙３（⑥））基本金明細書
	（別紙３（⑦））国庫補助金等特別積立金明細書

